
  

工場・事業場等の水質指導要綱 

（目的） 

第１条  この要綱は、公共下水道又は流域下水道の機能及び構造を保全するとともに 

公共下水道又は流域下水道からの放流水の水質を下水道法（昭和３３年法律第７９

号。以下｢法｣という。）第８条に規定する技術上の基準に適合させるため、工場・事

業場等（以下｢事業場等｣という。）からの排水の調査及び指導について必要な事項を

定めることを目的とする。 

（水質検査） 

第２条 前条に規定する調査及び指導の対象となる事業場等からの排水の調査頻度は、

次の表に掲げるとおりとする。ただし、調査を１年以上実施し、かつ違反が認めら

れなかった事業場等については、調査の回数を表に規定する調査回数に２分の１を

乗じて得た回数（その回数に１未満の端数を生じたときは、これを切り上げる。）と

することができる。 

 

対 象 事 業 場 特 定 事 業 場 そ の 他 の 事 業 場 

   規制項目 

排水量 
健康項目 環境項目 健康項目 環境項目 

100m3／日以上 ４回以上／年 ４回以上／年 ４回以上／年 ３回以上／年 

100m3／日未満 

～  

50m3／日以上 

４回以上／年 ３回以上／年 ４回以上／年 ２回以上／年 

50m3／日未満 

～  

30m3／日以上 

２回以上／年 ２回以上／年 ２回以上／年 ２回以上／年 

30m3／日未満 

～  

20m3／日以上 

２回以上／年 １回以上／年 ２回以上／年 １回以上／年 

20m3／日未満 ２回以上／年 適  時 ２回以上／年 適  時 

 

２ 前項に規定する調査の方法は、事業場等から公共下水道へ排除される下水を採取



  

し、水質を調査する。 

３ 上下水道事業管理者（以下「管理者」という。）は、調査を行った場合、事業場等

に｢水質・立入検査指導票｣又は「工場排水調査結果通知書」を交付するものとする。 

（立入検査） 

第３条 前条に規定する指導とは別に、事業場等に対し５年に１回以上の立入検査を

行う。 

２ 立入検査は次の各号に定める事項について実施する。 

(1)  特定施設の運転管理状況の確認。 

(2)  除害施設の維持管理状況の確認。 

(3)  使用する薬品の状況の確認。 

(4)  汚泥等の回収状況及び処分状況の確認。 

(5)  届出内容の確認。 

(6)  その他必要事項の確認。 

３ 管理者は、立入検査を行った場合、事業場等に｢水質・立入検査指導票｣を交付す

るものとする。 

（指導及び勧告） 

第４条 管理者は、調査の結果、排水基準に適合しない下水を排除し、又は排除する

おそれのある事業場等に対し、次の各号に定めるところにより指導するものとする。 

(1)  違反事実を指摘し、事情を聴取するとともに、水質改善を指示する。 

(2)  前号の結果に応じて、除害施設の設置、改修等の改善計画を指示する。 

   ただし、違反の程度が軽微な場合（反復又は継続して行われる場合は除く。）は、

注意事項を明記した「水質・立入検査指導票」又は「工場排水調査結果通知書」を

交付するものとする。 

(3)  前号に規定する違反の程度が軽微な場合とは、過失によるものであって、公共

下水道の施設を損傷し、又は機能を阻害するおそれがなく、かつ水質汚濁の違反状

態が軽微な場合をいう。 

(4)  改善措置の期間中及び改善終了後、除害施設が安定するまでの期間は、第２条第

１項の規定にかかわらず、調査頻度を強化する。 

２ 管理者は、前項の指導に応じない場合、又は改善計画を履行しない場合は、｢改善

勧告｣を行う。 

（改善命令等） 

第５条 管理者は、前条第２項に規定する勧告後、なお違反の状態が継続する場合は、

法及び豊中市下水道条例（昭和３９年豊中市条例第１７号。以下｢条例｣という。）

に基づく次の命令を行うことがある。 



  

(1)  法第１２条の２第１項及び第５項の基準に適合しない下水を排除する特定事業

場に対し、勧告後、なお違反の状態が継続する場合は、法第３７条の２の規定に

基づく｢改善命令｣又は「下水排除一時停止及び改善命令」を行う。 

(2)  条例第１０条の２に規定する基準に適合しない下水を排除する事業場等に対し、

勧告後、なお違反の状態が継続する場合は、法第３８条第１項及び条例第１０条

の３の規定に基づく｢改善命令｣又は｢下水排除一時停止及び改善命令｣を行う。 

２ 管理者は、前項の規定にかかわらず、悪質な行為が認められる場合、その他必要

な場合は、｢改善命令｣又は｢下水排除一時停止及び改善命令｣を行うことがある。 

３ 管理者は、公共下水道又は流域下水道に不法投棄が行われた場合、関係事業場等

に対し廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく「措置命令」を行うことがある。 

（告 発） 

第６条 管理者は、法第１２条の２第１項及び第５項の基準に適合しない下水を排除 

し、公共下水道又は流域下水道の機能、構造等に損傷をあたえる可能性がある、若 

しくはあたえた特定事業場を告発することがある。 

２ 管理者は、前条の命令に従わない事業場等を告発することがある。 

（水質の測定義務） 

第７条 法第１２条の１２の規定による特定事業場が行う当該下水の水質の測定頻度

は、法施行規則第１５条第２号ただし書の規定に基づき、次に定めるとおりとする。 

ただし、立入検査又は水質検査において、違反事実が指摘され、かつ必要と認め

た場合は、法施行規則第１５条第２号本文の規定のとおりとすることがある。 

 

 

  

事業場区分 

温度、ｐH BOD、SS、ｎ－ヘキ

サン抽出物質含有

量、Zn、Fe、Mn、

Cr等 

健 康 項 目 

排水量２００ｍ ３／日 

以 上 の 事 業 場 

１ 日 に つ き 

１ 回 以 上 

１箇月につき 

２ 回 以 上 

１週間につき 

１ 回 以 上 

排水量２００ｍ３／日未満 

５０ｍ３／日以上の事業場 

１ 日 に つ き 

１ 回 以 上 

１箇月につき 

２ 回 以 上 

１箇月につき 

２ 回 以 上 

排水量５０ｍ３／日未満 

直 罰 対 象 事 業 場 

１週間につき 

１ 回 以 上 

１箇月につき 

１ 回 以 上 

１箇月につき 

２ 回 以 上 



  

排水量５０ｍ３／日未満 

除 害 施 設 必 要 事 業 場 

１週間につき 

１ 回 以 上 

１箇月につき 

１ 回 以 上 

 

 

  

２ 前項の規定にかかわらず、排水量２０ ｍ３／日未満の洗濯業、ガソリンスタンド

等の事業場等については、水質の測定義務を猶予できるものとする。 

附 則 

 この要綱は、平成７年６月１日から実施する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１８年１月１日から実施する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２０年４月１日から実施する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２３年４月１日から実施する。 

附 則 

 この要綱は、平成３１年４月１日から実施する。 


